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神戸市まちづくり助成要綱  

 

平成 27 年６月 30 日 住宅都市局長決定  

令 和 ５ 年 １ 月 10 日 改正  

（目的）  

第１条  この要綱は、生活環境の改善及び保全、都市機能の更新、土地の合理的

かつ健全な高度利用を図るため、市街地の計画的な整備など、住み良いまちづ

くりを推進する団体等を助成することにより、住民の自主的なまちづくりを促

進することを目的とする。  

２  この要綱による補助金の交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正

化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号）及び補助金等に係る予算の執行の

適正化に関する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号）並びに神戸市補助金等

の交付に関する規則（平成 27 年３月規則第 38 号）（以下「規則」という。）、

神戸市会計規則（昭和 39 年規則第 81 号）その他の法令及び関連規則等のほ

か、この要綱に定めるところにより行うものとする。  

（助成の対象となる団体）  

第２条  この要綱において助成の対象となる団体（以下「助成対象団体」という。）

は、まちづくりの段階に応じて別表１のとおりとし、かつ助成を行う必要があ

ると市長が認める団体とする。  

２  要綱における助成の通算期間（初動期団体の期間を除く）が 10 年を超える

団体は、まちづくり支援事業都市局審査委員会（以下「局審査委員会」と言う。）

による審査を要する。 

（助成事業の種類と補助金限度額並びに交付期間等）  

第３条  この要綱における助成事業は、助成対象団体ごとに区分するものとし、

各区分における補助金限度額及び交付期間は、別表２のとおりとする。  

２  第２条第２項における局審査委員会での審査の時期は、別表２のその他条件

で定めるとおりとする。  

（補助対象経費）  
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第４条  市長は、助成対象団体に対して次の各号に該当する費用を予算の範囲内

で補助することができる。  

(1) まちの将来像に関する基本構想の作成、地区整備の手法の調査及び研究、

地区整備事業計画の作成に要する費用  

(2) ま ちづくり に 関する会議 等を開 催するため に必要 な会議室等 の借り 上げ

料、資料の作成及び印刷、その他会議等に要する費用  

(3) 活動内容を広報するために必要な広報紙、パンフレット、ホームページ等

の作成及び印刷並びに頒布等に要する費用 

(4) ま ち歩き等 を 実施するた めに必 要な資料の 作成及 び印刷並び にその 他活

動に要する費用  

(5) ア ンケート 調 査等を実施 するた めに必要な 資料の 作成及び印 刷並び に通

信等に要する費用  

(6) 他のまちづくり団体への啓発、人材養成等に要する費用  

(7) 前号の活動を目的に実施される他都市会議への参画等に要する費用  

(8) 第１号から第７号に定めるもののほか、助成対象団体の本来的な活動であ

ると市長が認める事業に要する費用  

(9) 助成対象団体が独自に企画・提案する活動であり、かつ、第１号から第８

号に該当する活動（「基幹活動」という。）の効果を促進する活動であると市

長が認める事業（以下「提案活動」という。）に要する費用  

(10) 助成対象団体の活動に必要な事務に要する費用(以下「事務費」という。） 

２  市長は、第１項の補助のほか、必要と認める場合は、助成対象団体に対して

技術的援助及び一般的便益の供与を行うことができる。  

（補助対象経費の限度額）  

第５条  補助対象経費のうち、提案活動は、補助金に換算して次の各号に掲げる

額を限度とする。  

また、複数の提案活動を実施する場合は、その合計額が限度額を超えないこと

とする。  

 (1) 初動期団体においては 2 万円  
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 (2) まちづくり推進準備団体、まちづくり推進団体、事業推進団体、長期活動

団体、長期協定運用団体においては６万円 

２  事務費は、第 4 条第１項第１号から第９号までに要する費用の合計の 10 分の

１を限度とする。  

（補助金の対象とならない経費）  

第６条  次の各号に掲げる経費については、補助金の対象とはならないものとす

る。  

(1) 他の地域団体その他団体への記念行事お祝い金、神事、祭り等に対する協

賛金（地域団体が、その事業実施団体の一員として分担するものを除く）  

(2）単に、地域団体の会員及び役員等という身分上の理由をもって支給する給

与、報酬等  

(3) 慶弔費  

(4) 飲食を主たる目的とした会合に係る経費  

(5) 国、県、市及びその他の団体等から補助金等が交付される場合において、

当該補助金等により充当される経費  

(6) 個人の持ち物となる物品の購入  

（補助金の交付申請） 

第７条  補助金の交付を希望する助成対象団体は、次に掲げる事項を記載した補

助金交付申請書を以て、市長に申請しなければならない。  

(1) 当該団体に係る団体の名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地  

(2) 補助事業の名称  

(3) 補助事業の目的及び内容並びに完了予定期日  

(4) 交付申請額  

２  申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。  

(1) 構成員名簿  

(2) 規約又は定款  

(3) 事業計画書  

(4) 収支予算書  
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(5) 提案活動実施計画書（提案活動を実施する場合）  

(6) その他市長が必要と認める書類  

３  市長は、前項第１号及び第２号について、必要がないと認める場合は、提出

を省略させることができる。  

（補助金の交付決定） 

第８条  市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交

付の可否を決定して、その旨を補助金交付決定通知書により、補助金の交付を

希望した助成対象団体に通知する。  

２  市長は、前項において補助金を不交付とする場合には、その理由を付した補

助金不交付決定通知書により、補助金の交付を希望した助成対象団体に通知す

る。  

３  市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要と思われる場合は、条件

を付して補助金の交付の決定を行うことができる。  

（申請の取下げ）  

第９条  前条により補助金の交付の決定を受けた助成対象団体（以下「補助事業

者」という。）は、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付さ

れた条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して 20 日を経過

した日までに、市長に取下げ申請書を以て、申請の取下げをすることができる。 

（事業内容及び申請者の変更）  

第 10 条  補助事業者は、補助の対象となる事業の内容の変更をしようとする場

合（軽微な変更を除く。）は、速やかに内容変更承認申請書を以て、市長の承認

を受けなければならない。  

２  市長は、前項の承認申請が提出されたときは、これを審査し、やむをえない

と認めるときは、これを承認し内容変更承認通知書により、当該補助事業者に

通知する。  

３  第 1 項の軽微な変更とは、当該補助事業の目的及び内容から当該補助事業に

実質的に影響のない事項をいう。  

４  補助事業者は、申請者の変更があったときは、申請者変更届出書を市長に提
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出するものとする。  

 ただし、神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例に基づき認定を受

けている団体にあっては、神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例

施行規則第 4 条によるまちづくり協議会変更届出書（写）をこれに代えること

ができる。  

（事情変更による決定の取消し等）  

第 11 条  市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変

更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部

を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することが

でき、取消し等通知書により、補助事業者に通知するものとする。ただし、事

業のうち既に執行した場合におけるその執行に係る部分については、この限り

でない。  

２  市 長 が 前 項 の 規 定に よ り 補 助 金 の 交付 の 決 定 を 取 り 消す こ と が で き る 場合

は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。  

(1) 天 災地変そ の 他補助金の 交付の 決定後に生 じた事 情の変更に より事 業の

全部又は一部を継続する必要がなくなった場合  

(2) 補 助事業者 が 事業を遂行 するた め必要な土 地その 他の手段を 使用す るこ

とができないこと、事業に要する経費のうち補助金によって賄われる部分以

外 の 部 分 を 負 担 す る こ と が で き な い こ と そ の 他 の 理 由 に よ り 事 業 を 遂 行 す

る こ と が で き な い 場 合 (補 助 事 業 者 の 責 任 に 帰 す べ き 事 情 に よ る 場 合 を 除

く。) 

３  市長は、第１項の規定による補助金の交付の決定の取消しにより特別に必要

となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に限り、補助金を交付する

ことができる。  

(1) 事業に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費  

(2) 事 業を行う た め締結した 契約の 解除により 必要と なった賠償 金の支 払に

要する経費  

（事業の廃止及び承継）  
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第 12 条  補助事業者は、補助の対象となる事業を廃止しようとする場合は、速

やかに廃止承認申請書を以て、市長の承認を受けなければならない。  

２  前項の場合において、新たに当該事業を承継した者が引き続き当該事業を行

って補助を受けようとするとするときは、被承継者と連名の承継承認申請書を

以て、市長の承認を受ければならない。  

３  市長は、前２項による申請書が提出されたときは、これを審査し、支障がな

いと認めるときは、これを承認し廃止の場合には廃止承認通知書により補助事

業者に、又、承継の場合には承継承認通知書により承継者及び被承継者に通知

する。  

（事業の遂行及び報告）  

第 13 条  補助事業者は、交付の決定の内容及びこれに付された条件並びに関連

規則等に基づき、善良な管理者の注意をもって事業を遂行しなければならない。 

２  市長は、必要があると認めるときには、補助事業者に対して事業実施報告書

の提出を求めることができる。  

（関係書類の整備）  

第 14 条  補助事業者は、事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を

常に整備し、当該事業を完了し、又は廃止した日の属する会計年度の翌年度か

ら 10 年間保存しなければならない。  

（事業の遂行等の命令）  

第 15 条  市長は、事業が次に掲げる事項に従って遂行されていないと認めると

きは、事業の遂行等の命令書により、補助事業者に対して、当該事業を遂行す

べきことを命じることができる。  

(1) 事業に係る法令の規定  

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件  

(3) 関連規則等に基づく市長の処分  

２  市長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、当該補助事業者に対し、

事業の遂行の一時停止を命じることができる。  

（事業完了実績報告） 
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第 16 条  補助事業者は、補助の対象となる当該年度の事業が完了したときは、

その完了の日から起算して 15 日を経過した日又は補助金の交付の決定をした

会計年度の３月 31 日のいずれか早い日までに、完了実績報告書を市長に提出

しなければならない。 

２  完了実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。  

(1) 収支決算書  

(2) 事業実施報告書  

(3) 提案活動実施報告書（提案活動を実施した場合）  

(4) その他市長が必要と認める書類  

３  前項の事業年度に関して、当該助成対象団体の会計年度が終了していない等

の事情により、市長が特に認めるときには、収支決算書に代わる書類により報

告できる。ただし、収支決算書ができしだい速やかに市長に提出しなければな

らない。  

（補助金の交付等）  

第 17 条  市長は、補助の対象となる当該年度の事業が完了していることを確認

後、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に補助金確定通知書により通

知を行い、補助事業者からの補助金請求書による補助金交付請求により補助金

を交付する。ただし、市長が必要と認める場合は、補助金の交付の決定額以内

の額の補助金を補助事業者からの補助金概算交付要望（請求）書による請求に

より概算交付することができる。  

２  市長は、確定した補助金の額が、補助金の交付の決定における交付の予定額

と同額である場合は、前項の規定による通知を省略することができる。  

（必要な調査等）  

第 18 条  市長は、補助金の適正化を図るため必要があると認めるときは、市職

員 に 補 助事 業 者 の 住 居 若 しく は 事 務 所 又 は 事業 が 実 施 さ れ て いる 土 地 若 しく

は建物に立入り、必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。 

２  前項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められた

ものと解釈してはならない。  
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３ 第１項の規定により立入調査又は質問にあたる市職員は、その身分を示す証

票を携帯し、関係者の請求があるときはこれを提示しなければならない。  

（決定の取消し）  

第 19 条  市長は、補助事業者が、次の各号に該当すると認めた場合は、補助金

の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付決定額を変更すること

ができる。  

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたと

き。  

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。  

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。  

(4) 第 13 条第２項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。  

(5) 助成対象団体の代表者並びにその役員（初動期団体についてはこれと同等

の者と市長が認める者をいう。）が、次のいずれかに該当する者であること

が判明したとき。  

ア  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77

号）第２条第２号に規定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員  

イ  禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わるまで又はその執行を受

けることがなくなるまでの者  

ウ  国家行政機関・地方自治団体その他公共団体より補助金等の交付を受け、

その使用に関し、不正又は著しく不当な行為をした者  

(6) 前各号に掲げるもののほか、法令、条例若しくはこの要綱の規定に違反し

たとき又はこの要綱の規定に基づく市長の指示に従わなかったとき。  

２  前項の規定は、補助事業について補助金の交付額の確定があった後において

も適用があるものとする。  

３  第１項第５号に該当することが判明した場合、速やかに第 13 条第２項によ

る報告を行うこと。  

４  市長は、第１項の取り消しをしたときは、速やかに取消し等通知書により、

当該補助事業者に通知するものとする。  
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（補助金の返還）  

第 20 条  市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の

当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定

めて、補助金返還命令書により、補助事業者にその返還を命じるものとする。 

２  市長は、第 17 条の規定により補助金の交付額を確定した場合において、既

にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える

部分についての補助金の返還を命じるものとする。  

（加算金及び延滞金） 

第 21 条  補助事業者は、前条第１項の規定により補助金の返還を命じられた場

合において、その命令に係る補助金の受領の日の翌日から納入までの日数に応

じ、当該補助金の額（その一部を納入した場合におけるその後の期間について

は、既に納入した額を控除した額）につき年 10.95 パーセントの割合を乗じて

計算した金額に相当する加算金を納入しなければならない。  

２  前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日

当たりの割合とする。 

３  補 助 金 が ２ 回 以 上に 分 け て 交 付 さ れて い る 場 合 に お ける 前 項 の 規 定 の 適用

については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領

したものとみなす。ただし、当該返還を命じられた額がその日に受領した額を

超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次遡り、それぞれの受

領した日において受領されたものとみなす。  

４  第１項の規定により加算金を納入しなければならない場合において、補助事

業者の納入した金額が返還を命じられた補助金の額の達するまでは、その納入

金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てられたものとみなす。  

５  補助事業者は、補助金の返還を命じられ、これを納期限までに納入しなかっ

たときは、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、その未納額（その一

部を納入した場合におけるその後の期間については、既に納入した額を控除し

た額）につき年 10.95 パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞

金を納入しなければならない。  
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６ 市長は、第１項又は第５項の場合において、やむを得ない事情があると認め

るときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。  

（他の補助金等の一時停止）  

第 22 条  市長は、補助事業者が補助金の返還を命じられ、当該補助金、加算金

又は延滞金の全部又は一部を納入しない場合において、当該補助事業者に対し

て、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限

度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納の額とを相殺する

ことができる。  

（理由の提示）  

第 23 条  市長は、補助金の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一

時停止の指示又は補助事業等の是正のための措置の指示をするときは、その旨

の通知に併せて、当該補助事業者に対してその理由を示さなければならない。 

（財産の処分の制限） 

第 24 条  補助事業者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち次

に掲げるものを、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用

し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助

事 業 者 が交 付 を 受 け た 補 助金 の 全 部 に 相 当 する 金 額 を 市 に 納 入し た 場 合 又は

補 助 金 の交 付 の 目 的 及 び 当該 財 産 の 耐 用 年 数を 勘 案 し て 市 長 が定 め る 期 間を

経過した場合は、この限りでない。  

(1) ＯＡ機器又は視聴覚機器など備品の類（ただし、当該備品の購入等につい

ての補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から 10 年間を経過

したものを除く。）  

２  補助事業者は、前項により財産の処分の承認を受けようとする場合には、財

産処分承認申請書を以て、市長の承認を受けなければならない。  

３  市長は、第１項本文の規定による承認をしようとする場合は、財産処分承認

通知書により、補助事業者に通知するものとし、交付を受けた補助金の全部又

は一部に相当する金額を本市に納入することを条件とすることができる。  

（施行の細則）  



 
 

- 11 - 
 

第 25 条  この要綱の施行に関し必要な事項は、都市局長が定める。  

 

附  則  

この要綱は、平成 27 年６月 30 日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成 28 年３月 31 日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成 29 年３月 31 日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成 29 年８月 31 日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成 30 年１月 31 日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成 31 年４月１日から施行する。  

附  則  

（施行期日）  

１  この要綱は、令和２年３月６日から施行する。  

（経過措置）  

２  この要綱の規定は、第 10 条第２項を除き、この要綱の施行の日以後に第４

条に基づき申請されるものについて適用する。  

附  則  

１  この要綱は、令和４年１月 31 日から施行する。  

２  令和３年度内に事業が完了するものについては、なお従前の例により取り扱

うものとする。  

附  則  

１  この要綱は、令和５年１月 10 日から施行する。  

２  令和４年度内に事業が完了するものについては、なお従前の例により取り扱

うものとする。  
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３ 事業推進団体、長期活動団体又は長期協定運用団体で、要綱改正前に優良ま

ち づ く りボ ラ ン テ ィ ア 団 体と し て 局 審 査 委 員会 の 審 査 を 受 け た団 体 に つ いて

は、局審査委員会での審査を受けているとみなす。  

４  ま ち づ く り 推 進 準備 団 体 助 成 又 は まち づ く り 推 進 団 体助 成 の 補 助 金 交 付期

間は、それぞれ要綱改正前の整備予定地区団体助成・まちづくり協議会助成と

して助成を受けた期間を減じるものとする。  

５  事業推進団体助成、長期活動団体助成又は長期協定運用団体助成の補助金交

付期間は、要綱改正前の優良まちづくりボランティア団体として局審査委員会

で審査を受けている場合においては、その審査決定された交付年次までを交付

期間とする。  

 

別表１（第２条関係） 

初動期団体  

本要綱の目的に即したまちづくり活動を始める、あるいはまちづくりに取り

組む団体の設立を検討している集まり。  

 

まちづくり推進準備団体  

一定のまとまりのある地区において、本要綱の目的に即してまちの将来像に

関する基本構想の検討や、地区整備の手法の調査及び研究等の活動を行う団

体で、次の全ての要件を満たすもの。  

(1)地区住民又は自治会等の住民組織によって構成され、規約又は定款を定

めている。  

(2)その活動の成果を地区住民に周知させることができる。  

 

 

まちづくり推進団体  

まちづくり推進準備団体として活動をしてきた団体が、地区を代表しうる組

織として、まちづくりの推進のためにまちづくり提案等を行う団体で、次の全

ての要件を満たすもの。  

(1)神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例（昭和 56 年 12 月条

例第 35 号。以下「まちづくり条例」という。）の規定によりまちづくり協

議会として認定を受けている。  

(2)まちづくりの実現に向けた具体的な活動に継続的に取り組んでいる。  
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別表１（第２条関係） 

事業推進団体  

次の要件のいずれかに該当する団体。  

 (1)密集市街地再生方針による「密集市街地再生優先地区」に該当し、密集

市街地の改善に取り組んでいる。  

(2)都 市 計 画 道 路 整 備 方 針 又 は 連 続 立 体 交 差 事 業 に よ る 都 市 計 画 道 路 の あ

り方に関する検討に取り組んでいる。  

 (3)神戸市が進める都市機能に係る事業に取り組んでいる。 

 

長期活動団体  

１  10 年以上にわたって組織的に活発なまちづくり活動を行う優良な団体と

して次の要件を全て満たし、かつ、他の団体の模範的かつ指導的立場にある

と市長が認める団体。 

(1)地域の環境改善、都市基盤の整備、良好な景観形成などに努めてきてい

る。  

(2)他のまちづくり団体への啓発活動、人材養成活動をおこなうことができ

る。  

(3)まちづくりの自立に向けた活動に取り組んでいる。  

２  長期活動団体は、局審査委員会で審査のうえ決定する。  

 

長期協定運用団体  

長期活動団体の要件を満たす団体で、かつ、まちづくり条例に規定するまちづ

くり協定（以下「まちづくり協定」という。）を運用している団体。  

 

再開発準備組合  

市街地再開発事業等の実施の準備を目的として、街区単位又は街区相当規模

の地区において、地区内権利者によって構成され、かつ、地区内権利者の相当

部分が加入又は賛同し、規約又は定款を定めて地区整備事業計画の作成、権利

調整の実施等の事業を行う団体。  
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別表２（第３条関係） 

初動期団体助成  

補助限度額  補助対象経費の合計額以内であって、かつ、10 万円  

補助金の交付期間  原則２年間  

 

まちづくり推進準備団体助成  

補助限度額  補助対象経費の合計額以内であって、かつ、30 万円  

補助金の交付期間  原則３年間  

 

まちづくり推進団体助成  

補助限度額  補助対象経費の合計額以内であって、かつ、30 万円  

補助金の交付期間  

原則７年間  

ただし、 まちづく り推進準 備団体か ら通算し て補助

する場合は、合計 10 年間を限度とする。 

 

事業推進団体助成  

補助限度額  補助対象経費の合計額以内であって、かつ、30 万円  

補助金の交付期間  事業完了年次まで  

その他条件  

（ 局 審 査 委 員 会 に よ る

審査）  

助成期間（初動期助成期間を除く）が 10 年を超える

場合は、11 年目の申請前に局審査委員会での審査を

要する。  

 

長期活動団体助成  

補助限度額  補助対象 経費の合 計額の２ 分の１以 内であっ て、か

つ、30 万円  

補助金の交付期間  

３年間  

ただし、良好な景観形成のための活動等、継続性が高

いことが明確な場合は、６年間  

その他条件  

（ 局 審 査 委 員 会 に よ る

審査）  

以下の時期に局審査委員会での審査を要する。  

(1)当該助成を最初に申請をする前  

(2)審査を受けてから３年を超える前、ただし書き

を適用する場合は６年を超える前  
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別表２（第３条関係） 

長期協定運用団体助成 

補助限度額  補助対象 経費の合 計額が５ 万円以内 はその全 額、補

助対象経 費の合計 額が５万 円を超え る場合は 補助対

象経費か ら５万円 を減じて 得た額の ２分の１ に５万

円を加えた額とし、かつ、 30 万円  

補助金の交付期間  ６年間  

その他条件  

（ 局 審 査 委 員 会 に よ る

審査）  

以下の時期に局審査委員会での審査を要する。  

(1)当該助成を最初に申請をする前  

(2)審査を受けてから６年を超える前  

 

再開発準備組合助成  

補助限度額  補助対象 経費の合 計額の２ 分の１以 内であっ て、か

つ、地区面積に１ヘクタール当たり 100 万円を乗じ

て得た額（その額が 50 万円に満たないときは 50 万

円）  

補助金の交付期間  原則３年間  

 


